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留学を通じた国際交流は，相互の教育・研究水準を高めるとともに，友好関係の発展，強化のための重

要な架け橋となっており，近年，留学生交流の新たなニーズとして母国の大学に在籍しながら1年以内の

短期間，海外の大学に留学する短期留学による交流が活発化しています。

本学においても，大学間学生交流協定校への派遣留学制度を設け，短期留学を積極的に推進しています。

留学を希望する場合は，相当の準備期間が必要ですので，余裕を持って計画を立てる必要があります。

（１）授業料等を不徴収とする大学間学生交流協定校への派遣留学について

この制度は，海外の大学との「授業料等を不徴収とする大学間学生交流協定」に基づいて本学の学部

または大学院に在籍しつつ，1年以内の1学期または複数学期，協定校で教育を受けて単位を取得または

研究指導を受けるものです。

年に2回募集を行い，書類選考および必要に応じ面接により派遣候補者を決定します。

募集要項および大学間学生交流協定校一覧は次のとおりです。

なお，募集ごとに募集日程および協定校一覧等に変更がありますので，必ず学部・研究科等の教務担

当掛で確認してください。

①　応募資格

（ア）本学の学部または大学院の正規課程に在籍する者

（イ）留学希望期間が1学期以上1年以内の者

（ウ）休学することなく留学する者

（エ）派遣先大学の応募資格を有する者（外国語能力については，各募集時の要項参照のこと）

（注）本学の授業料は納め，派遣先大学での授業料は徴収されない。

②　応募に必要な書類

（ア）志望動機書（募集時に，所属部局の事務室で配布・受理する）

（イ）参加申込書（オンライン申請後出力する）

（ウ）成績証明書（学部1年次以降のもの・和文原本）

（エ）語学力証明書（派遣先大学の応募条件である語学）

英語圏への留学希望者は，TOEFL・IELTSのテストスコアを，また，英語圏以外への留学希望

者は，留学先で必要な語学力を証明する書類を添付すること。

（オ）学科・専攻等の長もしくは指導教員の推薦書（日本語）

（注）本学の選考により採用された場合は，改めて派遣先大学への出願書類を作成することとなる。

その際，英文成績証明書や派遣先大学の言語で書かれた推薦状が必要な場合もある。

③　応募締切（年によって，日程が変わることがある。また，締切日は所属部局によって異なる。）

２月～４月頃　翌年１月～12月出発希望者

７月～10月頃　翌年４月～12月出発希望者（２次募集）

④　留学後の報告

派遣留学生は帰国後，学部・研究科を通じて所定の「報告書」を速やかに提出すること。

⑤　派遣先大学および募集人員

68ページ以降の「大学間学生交流協定校一覧」のとおり。ただし，募集人員は年間の上限が記されて

おり，実際には募集時期ごとに異なる。



（備考）

＊英語能力判定試験

英語圏はもちろん，他の地域へ留学しようとする場合も，TOEFLあるいはIELTSを受験する必要があ

る場合があります。

TOEFL（Test of English as a Foreign Language）テスト実施に関する詳細は，http://www.ets.org/

jp/toeflおよびhttp://www.cieej.or.jp/を参照してください。

IELTS（International English Language Testing System）については，http://www.eiken.or.jp/ielts/

およびhttp://www.britishcouncil.jp/exam/ieltsを参照してください。

（２）海外留学支援制度（短期派遣）について
独立行政法人日本学生支援機構が，本学と学生交流協定を締結している海外の大学へ協定に基づき派

遣される学生や、本学が実施する各種海外留学プログラムに参加する学生に対して奨学金を支給する制

度です。

本制度により奨学金を受けることができる者は，本学の正規課程に在籍している学部学生および大学

院学生（外国人留学生を除く）です。奨学金は派遣先地域により月額6万―10万円，派遣期間は8日以上

1年以内です。

採用人数が限られているため，大学間学生交流協定に基づく留学者の場合は、学内公募はせず、派遣

が決定した学生中から選考して受給者を決定します。その他の海外留学プログラムの場合は、各プログ

ラムの参加者募集の際に奨学金について案内をします。

（３）海外留学のための奨学金について
海外へ留学するための奨学金については，各学部・研究科で掲示されるもののほか，個人で応募でき

るものもあります。

京都大学ホームページ「海外へ留学する日本人学生向奨学金」http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/internation

al/students3/scholarship.htmlおよび日本学生支援機構（JASSO）ホームページ ： http://www.jasso.

go.jp/study_a/scholarships.htmlを参照してください。

（４）京都大学国際教育プログラム（KUINEP）について
（Kyoto University International Education Program）

このプログラムは，海外の大学間学生交流協定校から学部学生を1学期から1年間程度受け入れて本学

の学生とともに英語で教育することにより，本学学生の国際性を涵養し留学生との相互交流を活発にす

ることを目的としています。

開講科目は本学の全学共通科目として提供し単位を認定します。科目の詳細は教育推進・学生支援部

国際教育交流課で配付している「京都大学国際教育プログラムKUINEP英語講義履修案内」を参照して

ください。

（５）京都大学若手人材海外派遣事業ジョン万プログラム（学生派遣）について
本学の次世代を担う若手人材を対象に、次世代のグローバル人材を積極的に養成する全学的プログラ

ムです。

本学の正規学生（学部生および大学院生）を対象とし、世界トップ大学等で学術・研究分野において

積極的にキャリアを積み、将来研究職または専門職としてグローバルに活躍できる人材を育成すること

を目的としたプログラムです。

これら学生派遣プログラムにかかる、授業料・滞在費・渡航費等についてはプログラム内容に応じて

必要経費を大学が直接支援します。

＊これらの詳細については，教育推進・学生支援部国際教育交流課までお問い合わせください。
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■　地域別留学生数　　　　　　　　　　　■ 平成25年度大学間学生交流協定校への派遣実績一覧

（平成26年５月１日現在）

※その他は日本国籍保持者

国・地域 大学名 人数
アメリカ合衆国 ハワイ大学マノアキャンパス 2

ペンシルベニア大学 2
ワシントン大学 2

イスラエル国 テルアビブ大学 2
英国 マンチェスター大学 3

シェフィールド大学 4
バーミンガム大学 1
ニューキャッスル大学 1
エジンバラ大学 1

オーストラリア連邦 メルボルン大学 4
シドニー大学 1

オーストリア共和国 ウィーン大学 1
オランダ王国 ライデン大学 1

ユトレヒト大学 4
カナダ ケベック州大学学長校長協議会 4

トロント大学 3
ウォータールー大学 1

シンガポール共和国 シンガポール国立大学 1
スイス連邦 ローザンヌ大学 1
スウェーデン王国 ストックホルム王立工科大学 1

ストックホルム大学 2
ウプサラ大学 3

タイ王国 チュラロンコン大学 1
台湾 国立台湾大学 3
中華人民共和国 復旦大学 2

香港科技大学 1
香港大学 1
香港中文大学 1
南京大学 1
北京大学 5
清華大学 1
上海交通大学　 2

ドイツ連邦共和国 ベルリン自由大学 2
ミュンヘン大学 2
ハイデルベルク大学 3
ミュンヘン工科大学 2
ゲッティンゲン大学 1

トルコ共和国 コッチ大学 3
ニュージーランド オークランド大学 1
フィンランド共和国 ヘルシンキ大学 1
フランス共和国 グルノーブル大学連合 2

ストラスブール大学 3
エコール・ノルマル・シュペリウール 1

ベルギー王国 ルーバン・カトリック大学 1
メキシコ合衆国 グアダラハラ大学 2
計（20カ国・地域） 43大学2大学群 87
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平成26年３月31日現在
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＊本表の情報は変動するため応募時には必ず正式募集通知を参照してください。
＊派遣人数は変更になることがあります。
＊TOEFLスコアの特定セクションの数字が記載されている大学は，その得点も条件とされます。
TOEFL iBT/CBT/PBT換算表： http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/TOEFL_Tips.pdf
なお，ここに掲載している必要語学の得点は，平成26年度3月時点のものです。協定校へ出願する際には，必要語学の得点が変わ
ることがあります。
＊TOEFLスコア提出の必要がない大学へ出願する場合も学内選考用に応募の際提出してください。
＊TOEFLを基準とする大学に出願する場合は，希望先大学の設定する必要語学力の85％（豪州，ニュージーランドの大学は100％）
以上の得点を取得していることを学内応募の必須条件とします。
＊以上の点数基準は最低基準であって，それを満たしていても，他の事情による場合も含め，留学が認められないことがあります。
＊GPA（Grade Point Average） ：

学業成績の平均点
（国により成績判定区分が異なり最終判断は出願先によるが下記が目安となり，本学内での選考にも参考とされる。）
｛（優の単位数×３）＋（良の単位数×２）＋（可の単位数）｝÷優良可の単位数の計×４÷３（全科目優の場合は4.0となる。）


